
公
共
牧
場
の
入
牧
が
、
５
月
21
日

か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
町

内
２
ヶ
所
の
牧
場
で
、
乳
牛
・
肉
牛

を
合
わ
せ
て
約
２
５
０
頭
が
入
牧

し
、
10
月
の
下
牧
ま
で
元
気
に
牧
草

食
べ
、
大
き
く
な
っ
て
各
農
家
へ
帰

る
予
定
で
す
。

毎
年
、
牧
場
内
に
山
菜
採
り
な
ど

を
目
的
と
し
て
無
許
可
で
入
る
方
が

多
く
、
故
意
に
よ
る
牧
柵
の
破
損
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
牧
場
内
に
は

「
関
係
者
以
外
立
入
禁
止
」
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、ご
理
解
願
い
ま
す
。

ま
た
、
牧
道
に
車
な
ど
を
止
め
る

こ
と
も
牧
場
管
理
の
支
障
と
な
り
ま

す
の
で
、
許
可
無
く
牧
場
内
へ
の
出

入
り
は
し
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
産
業
課
農
政
グ
ル
ー
プ

†
76-

２
１
５
１

(

内
線
２
６
３)

高
齢
化
が
年
々
進
む
に
つ
れ
て
、

介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
高
齢
者

も
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
認
知
症
が
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
ま
た
、
認
知
症
高
齢
者

や
そ
の
家
族
に
ど
の
よ
う
な
思
い
や

人
生
が
あ
る
の
か
、
ま
だ
ま
だ
理
解

さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
く
あ
り
ま

す
。
こ
の
講
演
会
を
通
し
て
「
認
知

症
」
に
対
す
る
理
解
を
一
緒
に
深
め

て
み
ま
せ
ん
か
？
ど
な
た
で
も
参
加

い
た
だ
け
ま
す
。

日
　
時

７
月
19
日
（
火
）

午
後
６
時
30
分
〜
８
時
30
分

場
　
所

中
央
公
民
館
講
堂

参
加
費

無
料

講
　
題

「
支
え
る
側
が
支
え
ら
れ

る
と
き
〜
認
知
症
の
母
が
教
え
て

く
れ
た
こ
と
」

問
い
合
わ
せ
先

津
別
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー（
津
別
町
役
場
内
）

†
０
１
５
２-

76-

２
１
５
８

私
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
水
道
。

安
全
で
良
質
な
水
道
水
を
安
定
的

に
供
給
し
て
い
く
た
め
に
も
、
資
源

で
あ
る
水
を
大
切
に
使
用
し
ま
し
ょ

う
。

「
蛇
口
か
ら

あ
ふ
れ
る
ぼ
く
ら
の

夢
・
未
来
」

「
北
海
道
水
資
源
の
保
全
に
関
す

る
条
例
」（
仮
称
）
に
係
る
ア
ン
ケ

ー
ト
を
次
の
と
お
り
実

施
さ
れ
ま
す
の
で
、
ア

ン
ケ
ー
ト
へ
の
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

実
施
方
法

道
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
実
施

募
集
期
間

平
成
23
年

５
月
12
日
（
木
）
〜

６
月
13
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
先

北
海
道
総
合
政
策
部

計
画
推
進
局

†
０
１
１-

２
０
４

-

５
１
７
８

津別町農業委員会委員選挙が３月16日に告示され、８人が選挙委

員に立候補しました。定数が８人のため、立候補者全員の当選が決

まりました。また、選挙委員の他に、農業団体や議会による推薦委

員３人が町長より選任され、今期の委員は11人となり、担当地区は

下記のとおりになりました。（会長・職代以外は議席順）

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

† 76－2151 内線 222

世帯主の所得が高いなど、国民年金保

険料の免除の対象とならない30歳未満

の方には若年者納付猶予制度、学生の

方には学生納付特例制度があります。

▼「未納」のままだと将来の年金に影響

若年者納付猶予、学生納付特例を受け

ずに「未納」にしていると将来の年金受

給に際し、未納期間が保険料納付の資格

期間から除外されてしまいます。

そこで、若年者納付猶予、学生納付特

例を受けるとその期間は、将来受ける年

金の受給資格期間に算入されます。

▼将来のため保険料の追納を！

年金額には反映されません。納付猶予、

納付特例の期間について、10年以内に

追納すれば年金額に反映されます。忘

れずに納めましょう。

▼審査の基準

○若年者納付猶予制度

本人・配偶者・世帯主（本人が世帯主

でない場合）の所得を審査します。

○学生納付特例制度　

本人の所得のみで審査します。

20代の方に納付猶予と特例

新
し

い

民
生
委
員

児
童
委
員 を

紹
介

し
ま

す

り
、
転
送
す
る
と
迷
惑
メ
ー
ル
に
な

る
の
で
、
絶
対
に
転
送
は
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
募
金
を
す
る
と
き

は
、
募
集
し
て
い
る
団
体
等
の

活
動
状
況
や
集
ま
っ
た
浄
財
が

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
よ

く
確
か
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。震

災
後
、
未
成
年
者
に
も
迷

惑
メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
お
り
、

心
当
た
り
の
な
い
メ
ー
ル
は
開

か
な
い
よ
う
に
し
て
ト
ラ
ブ
ル

に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ

う
。

Ｑ

問い合わせ先
商工観光グル
ープ
†76－2151

A
震
災
に
乗
じ
た
迷
惑
メ
ー
ル
に
注
意

高
校
生
の
娘
の
携
帯
電
話
に
、
友

人
か
ら
震
災
募
金
を
募
る
メ
ー
ル
が

届
き
、
同
じ
内
容
を
10
人
に
メ

ー
ル
す
る
よ
う
に
と
書
か
れ
て

い
た
。
募
金
先
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
な
っ
て
い
る
が
、
信
用
し
て

よ
い
か
。

「
他
の
人
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
不
特
定
多
数
へ
の
転
送

を
求
め
る
メ
ー
ル
（
チ
ェ
ー
ン

メ
ー
ル
）
は
、
誤
っ
た
情
報
や
不
確

実
な
情
報
を
拡
散
す
る
も
の
で
あ

Q
Q&

Q＆�

消費生活相談�

入
牧
開
始

牧
場
か
ら
の
お
願
い

牧場内は「立入禁止」です

６
月
１
日
か
ら
７
日
は

水
道
週
間
で
す

認
知
症
を
考
え
る
講
演
会

を
開
催
し
ま
す

第62回網走地方支部北見分会
連合消防演習開催！

第62回網走地方支部北見分会連合消防演習

が津別町で開催されます。

当日は各種訓練の他、模擬火災では昔活躍し

た腕用ポンプの放水、さらには消防団員300人、

消防車両17台による分列行進が行われます。

また、演習には津別中学校の生徒、吹奏楽部

がお手伝いしてくれます。

多くの方の観覧をお待ちしています。

日　　時 ６月26日（日） 午前９時

場　　所 津別小学校グランド（各種訓練）

参加消防団 北見市（北見・留辺蘂・端野・常

呂）、置戸町、訓子府町、美幌町、

津別町

特別参加 釧路市消防団阿寒第２分団

問い合わせ先 津別消防署　†76-2189

電波の利用は、市民生活や社会経済活動によって必要不可欠なも

のですが、不法無線局による重要無線通信やテレビ・ラジオへの懇

親妨害事例は依然として多発しています。特に最近では、インター

ネットショッピング・オークションで、国内では使用できない外国

規格無線機が手軽に購入できるようになり、電波利用環境の悪化が

懸念される状況になっています。

このため総務省では、電波利用環境保護の大

切さを訴えるため、６月１日の「電波の日」か

ら10日間を『電波利用環境保護周知啓発強化

期間』と定め、電波利用に関する周知・啓発活

動全国的に展開します。

問い合わせ 北海道総合通信局　†011-737-0099

Ｅメール soudan-hokkaido@soumu.go.jp

ＨＰ http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/

法人道民税・法人事業税の

申告はインターネットで！

北海道では、地方税ポータルシステム

（エルタックス）を利用し、インターネ

ットによる法人道民税・法人事業税の申

告を受け付けています。

利用できるのは、北海道に申告を行う

納税者（税理士等代理人を含む）で、利

用届出の手続きをされている方です。

利用開始の方法な

ど、詳細についてはエ

ルタックスホームペー

ジをご覧下さい。

問い合わせ先

オホーツク総合振興局税務課事業税　

関税係　†0152-41-0613

講　師

藤川幸之助

（詩人・児童文

学作家）

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
に

つ
い
て

道庁ホームページアドレス
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ksk/mizusigen.htm


